
議案第１号

令和６年度和歌山市一般会計補正予算 (第３号)

令和６年度和歌山市一般会計補正予算 (第３号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１, ４０７, ６８２千円を追加し､ 歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１５６, ０１９, ２５４千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

(債務負担行為の補正)

第２条 債務負担行為の追加は､ ｢第２表 債務負担行為補正｣ による｡

(地方債の補正)

第３条 地方債の追加変更は､ ｢第３表 地方債補正｣ による｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第３号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

11 地 方 交 付 税 １６,４９０,０００ １,５５４,２７１ １８,０４４,２７１

１ 地 方 交 付 税 １６,４９０,０００ １,５５４,２７１ １８,０４４,２７１

15 国 庫 支 出 金 ３４,５３３,７３５ １２１,１６５ ３４,６５４,９００

１ 国 庫 負 担 金 ２４,９６３,３６９ ４４,６４０ ２５,００８,００９

２ 国 庫 補 助 金 ３,３４０,４３２ ６,７１５ ３,３４７,１４７

３ 国 庫 交 付 金 ６,２０７,１５７ ６９,８１０ ６,２７６,９６７

16 県 支 出 金 １１,５３３,６２７ １３,８０９ １１,５４７,４３６

２ 県 補 助 金 ２,１２３,０９９ １３,８０９ ２,１３６,９０８

18 寄 附 金 ２,９８４,９８７ １,８５５ ２,９８６,８４２

１ 寄 附 金 ２,９８４,９８７ １,８５５ ２,９８６,８４２

19 繰 入 金 １,５４８,４１７ △４５２,５４２ １,０９５,８７５

１ 基 金 繰 入 金 １,４０２,８３９ △４５２,５４２ ９５０,２９７

21 諸 収 入 ４,２４１,３８５ ２２,６２４ ４,２６４,００９

７ 雑 入 １,５９６,９７６ ２２,６２４ １,６１９,６００

22 市 債 ７,５７４,５００ １４６,５００ ７,７２１,０００

１ 市 債 ７,５７４,５００ １４６,５００ ７,７２１,０００

歳 入 合 計 １５４,６１１,５７２ １,４０７,６８２ １５６,０１９,２５４
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歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 １２,１５７,５０５ ９１５,２２５ １３,０７２,７３０

１ 総 務 管 理 費 ８,０４６,７３５ ８８６,４９８ ８,９３３,２３３

２ 徴 税 費 １,４１５,３６８ ２６,１３６ １,４４１,５０４

４ 戸籍住民基本
台 帳 費 ６９２,３９９ ２１３ ６９２,６１２

７ 文化スポーツ費 １,１２３,２０３ ２,３７８ １,１２５,５８１

３ 民 生 費 ７４,８１７,５２９ ３１,０３６ ７４,８４８,５６５

１ 社 会 福 祉 費 ３０,９２３,２７７ ２４,７２１ ３０,９４７,９９８

２ 生 活 保 護 費 １８,００９,５１５ １,３１５ １８,０１０,８３０

３ 児 童 福 祉 費 ２１,７６１,０５８ ３,４４９ ２１,７６４,５０７

５ 年 金 保 険 費 ３,６０７,５５５ １,５５１ ３,６０９,１０６

４ 衛 生 費 １０,０５７,２８６ １２８,０５２ １０,１８５,３３８

１ 保 健 衛 生 費 ４,７９１,５１０ ５６,１７６ ４,８４７,６８６

２ 清 掃 費 ４,９９９,８０７ ６,５９９ ５,００６,４０６

３ 環 境 保 全 費 ２６５,９６９ ６５,２７７ ３３１,２４６

５ 農林水産業費 ９７０,４０５ ６０,５００ １,０３０,９０５

３ 水 産 業 費 １３５,３１０ ６０,５００ １９５,８１０

６ 商 工 費 ３,７８６,５６５ ８６,８８４ ３,８７３,４４９

１ 商 工 費 ２,５６５,１０７ ６３ ２,５６５,１７０

２ 観 光 費 １,２２１,４５８ ８６,８２１ １,３０８,２７９

７ 土 木 費 ９,３５４,３７４ ６４,９９８ ９,４１９,３７２

７ 下 水 道 費 ３７８,２７２ ２１,０００ ３９９,２７２

８ 住 宅 費 １,８５５,８４０ ４３,９９８ １,８９９,８３８

８ 消 防 費 ６,１１２,４１０ １,３９１ ６,１１３,８０１

１ 消 防 費 ６,１１２,４１０ １,３９１ ６,１１３,８０１

９ 教 育 費 １０,５０４,３０９ １０２,５９３ １０,６０６,９０２

１ 教 育 総 務 費 ２,１３５,０４３ １,６８７ ２,１３６,７３０

３ 中 学 校 費 ７６３,７７６ ６４,１４１ ８２７,９１７

６ 社 会 教 育 費 ２,７８１,４７５ ３６,７６５ ２,８１８,２４０

13 災 害 復 旧 費 １０５,２４０ １７,００３ １２２,２４３
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歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 令 和 ６ 年 度 発 生
民生施設災害復旧費 － １,３３１ １,３３１

３ 令 和 ６ 年 度 発 生
農林水産施設災害復旧費 － １５,６７２ １５,６７２

歳 出 合 計 １５４,６１１,５７２ １,４０７,６８２ １５６,０１９,２５４
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第２表

債 務 負 担 行 為 補 正

１ 追 加 (単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・税系システム移行事業 令 和 ７ 年 度 ３４４,９９３

合 計 ３４４,９９３

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・債権回収システム移行事業 令 和 ７ 年 度 １２４,３８８

合 計 １２４,３８８

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・税系システム運営事業
令 和 ７ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度
６９,４１１

合 計 ６９,４１１

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

地域活性化起業人負担金事業 令 和 ７ 年 度 ５,６００

合 計 ５,６００

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

小学校給食民間委託事業
令 和 ７ 年 度～

令 和 ９ 年 度
３３５,７４５

合 計 ３３５,７４５
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第３表

地 方 債 補 正

１ 追 加 (単位 千円)

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

漁港環境整備
事業 20,400 証書借入又

は債券発行

年4.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

令和６年度発
生民生施設災
害復旧事業

1,300 〃 〃 〃

令和６年度発
生農林水産施
設災害復旧事
業

10,100 〃 〃 〃

計 31,800

２ 変 更 (単位 千円)

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

認定こども園
等整備事業 37,700 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

37,900 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

観光基盤施設
整備事業 2,000 〃 〃 〃 11,200 〃 〃 〃

和歌山城公園
整備事業 50,900 〃 〃 〃 59,000 〃 〃 〃

中学校施設整
備事業 119,500 〃 〃 〃 161,200 〃 〃 〃

臨時財政対策
債 1,030,000 〃 〃 〃 1,085,500 〃 〃 〃

計 7,574,500 7,689,200



議案第２号

令和６年度和歌山市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第２号)

令和６年度和歌山市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第２号) は､ 次に定めるところによ

る｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３, ０３５千円を追加し､ 歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３７, １６７, ６２２千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第２号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 国民健康保険料 ６,１５５,９３０ ３７７ ６,１５６,３０７

１ 国民健康保険料 ６,１５５,９３０ ３７７ ６,１５６,３０７

４ 繰 入 金 ３,５５３,９２８ １,５５１ ３,５５５,４７９

１ 一般会計繰入金 ３,５５３,９２８ １,５５１ ３,５５５,４７９

６ 諸 収 入 ２０１,０５７ ２１,１０７ ２２２,１６４

２ 雑 入 ２０１,０５６ ２１,１０７ ２２２,１６３

歳 入 合 計 ３７,１４４,５８７ ２３,０３５ ３７,１６７,６２２

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 ５４３,８２２ １,５５１ ５４５,３７３

１ 総 務 管 理 費 ５４３,８２２ １,５５１ ５４５,３７３

５ 諸 支 出 金 １５３,６１６ ２１,４８４ １７５,１００

１ 償 還 金 及 び
還 付 加 算 金 １５３,６１６ ２１,４８４ １７５,１００

歳 出 合 計 ３７,１４４,５８７ ２３,０３５ ３７,１６７,６２２



議案第３号

令和６年度和歌山市卸売市場事業特別会計補正予算 (第１号)

令和６年度和歌山市卸売市場事業特別会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５, ０６３千円を追加し､ 歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１, ４６３, ６１７千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

(債務負担行為の補正)

第２条 債務負担行為の追加は､ ｢第２表 債務負担行為補正｣ による｡

(地方債の補正)

第３条 地方債の変更は､ ｢第３表 地方債補正｣ による｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

４ 繰 入 金 ２０８,１９３ ６３ ２０８,２５６

１ 一般会計繰入金 ２０８,１９３ ６３ ２０８,２５６

６ 市 債 ５１３,８００ ３５,０００ ５４８,８００

１ 市 債 ５１３,８００ ３５,０００ ５４８,８００

歳 入 合 計 １,４２８,５５４ ３５,０６３ １,４６３,６１７

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 卸 売 市 場 費 １,２８７,７６６ ３５,０６３ １,３２２,８２９

１ 卸 売 市 場 費 １,２８７,７６６ ３５,０６３ １,３２２,８２９

歳 出 合 計 １,４２８,５５４ ３５,０６３ １,４６３,６１７
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第２表

債 務 負 担 行 為 補 正

１ 追 加 (単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

中央卸売市場施設整備事業 令 和 ７ 年 度 ５９,０３７

合 計 ５９,０３７
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第３表

地 方 債 補 正

１ 変 更 (単位 千円)

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

卸売市場整備
事業 513,800 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

548,800 証書借入又は債券発行

年4.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

計 513,800 548,800



議案第４号

令和６年度和歌山市介護保険事業特別会計補正予算 (第１号)

令和６年度和歌山市介護保険事業特別会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７, ０６０千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ４２, ５２２, ２６３千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

７ 繰 入 金 ７,０１９,５４３ ７,０６０ ７,０２６,６０３

１ 一般会計繰入金 ６,５７４,３９８ ７,０６０ ６,５８１,４５８

歳 入 合 計 ４２,５１５,２０３ ７,０６０ ４２,５２２,２６３

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 ８０３,４７６ ７,０６０ ８１０,５３６

１ 総 務 管 理 費 ３２７,４６９ ５,２６８ ３３２,７３７

２ 介 護 認 定 費 ４７６,００７ １,７９２ ４７７,７９９

歳 出 合 計 ４２,５１５,２０３ ７,０６０ ４２,５２２,２６３



議案第５号

令和６年度和歌山市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第１号)

令和６年度和歌山市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２, １８２千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１１, ６７０, ５７７千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 繰 入 金 ６,５９８,７５６ ２,１８２ ６,６００,９３８

１ 一般会計繰入金 ６,５９８,７５６ ２,１８２ ６,６００,９３８

歳 入 合 計 １１,６６８,３９５ ２,１８２ １１,６７０,５７７

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 ７５,０３６ ２,１８２ ７７,２１８

１ 総 務 管 理 費 ７５,０３６ ２,１８２ ７７,２１８

歳 出 合 計 １１,６６８,３９５ ２,１８２ １１,６７０,５７７



議案第６号

和歌山市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市職員給与条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市職員給与条例の一部を改正する条例

和歌山市職員給与条例 (昭和２６年条例第７号) の一部を次のように改正する｡

第１４条第２項第１号中 ｢２５０円｣ を ｢１, ０８０円｣ に改め､ 同項第３号中 ｢１, ４００

円｣ を ｢２, １６０円｣ に改める｡

附 則

１ この条例は､ 公布の日から施行し､ この条例による改正後の和歌山市職員給与条例 (以下 ｢

給与条例｣ という｡ ) 第１４条第２項第１号及び第３号の規定は､ 令和６年１月１日から適用

する｡

２ この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては､ この条例による改正前

の給与条例の規定に基づいて支給された給与は､ この条例による改正後の給与条例の規定によ

る給与の内払とみなす｡
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議案第７号

和歌山市災害派遣手当等の支給に関する条例の制定について

和歌山市災害派遣手当等の支給に関する条例を次のように定める｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市災害派遣手当等の支給に関する条例

(趣旨)

第１条 この条例は､ 災害対策基本法 (昭和３６年法律第２２３号) 第３２条第１項 (武力攻撃

事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成１６年法律第１１２号) 第１５４

条 (同法第１８３条において準用する場合を含む｡ ) 及び新型インフルエンザ等対策特別措置

法 (平成２４年法律第３１号) 第２６条の８において準用する場合を含む｡ ) 又は大規模災害

からの復興に関する法律 (平成２５年法律第５５号) 第５６条第１項に規定する職員 (以下 ｢

派遣職員｣ という｡ ) に対する災害派遣手当､ 武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフル

エンザ等対策派遣手当 (以下これらを ｢災害派遣手当等｣ という｡ ) の支給に関し必要な事項

を定めるものとする｡

(災害派遣手当等の額)

第２条 災害派遣手当等の額は､ 別表に定める額とする｡

(支給方法)

第３条 災害派遣手当等は､ その月分を翌月の１６日に支給する｡ ただし､ その日が国民の祝日

に関する法律 (昭和２３年法律第１７８号) に規定する休日 (以下この項において ｢休日｣ と

いう｡ ) ､ 日曜日又は土曜日に当たるときは､ その日前においてその日に最も近い休日､ 日曜

日又は土曜日でない日とする｡

(委任)

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は､ 市長が別に定める｡

附 則

この条例は､ 公布の日から施行する｡

別表 (第２条関係)

備考

１ この表において ｢本市の区域内に滞在した期間｣ とは､ 派遣職員が本市の区域に到着
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利用施設の区分

本市の区域内に滞在した期間

公用の施設又はこれに準

ずる施設 (１日につき)

その他の施設 (１日につ

き)

３０日以内の期間 ３, ９７０円 ６, ６２０円

３０日を超え６０日以内の期間 ３, ９７０円 ５, ８７０円

６０日を超える期間 ３, ９７０円 ５, １４０円



した日以後､ 本市の区域を出発した日の前日までの期間をいう｡

２ この表において ｢公用の施設又はこれに準ずる施設｣ とは､ 旅館業法 (昭和２３年法

律第１３８号) 第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう｡
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議案第８号

和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例

和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (平成２７年条例第５１号) の一部を次のよ

うに改正する｡

第２条第３号中 ｢第２条第８項｣ を ｢第２条第９項｣ に改め､ 同条第４号中 ｢第２条第１２項

｣ を ｢第２条第１３項｣ に改め､ 同条第５号中 ｢第２条第１４項｣ を ｢第２条第１５項｣ に改め

る｡

別表１の項中 ｢進学準備給付金｣ を ｢進学・就職準備給付金｣ に改め､ 同表２の項中 ｢又は特

例給付｣ を削る｡

附 則

この条例は､ 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運

営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 (令和６年

法律第４６号) 附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行する｡ ただし､ 次の各号に掲

げる規定は､ 当該各号に定める日から施行する｡

(１) 別表１の項の改正規定 公布の日

(２) 別表２の項の改正規定 令和６年１０月１日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
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議案第９号

和歌山市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

和歌山市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部を改正する条例

和歌山市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例 (令和３年条例第６号) の一部を

次のように改正する｡

第１条中 ｢第１３条第１項｣ を ｢第１６条第１項｣ に改める｡

附 則

この条例は､ 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運

営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 (令和６年

法律第４６号) の施行の日から施行する｡
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議案第１０号

和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例

和歌山市国民健康保険条例 (昭和３４年条例第１１号) の一部を次のように改正する｡

第１６条第１項中 ｢６月｣ の次に ｢ (ただし､ 急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診

した被保険者に係る保険料の納付については､ 資力の活用が可能となるまでの期間として最長１

年) ｣ を加える｡

第１９条中 ｢第９項｣ を ｢第５項｣ に､ ｢､ 若しくは｣ を ｢､ 又は｣ に改め､ ｢又は同条第３

項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合｣ を削る｡

附 則

１ この条例は､ 令和６年１２月２日から施行する｡

２ この条例による改正後の第１６条第１項の規定は､ 令和６年度分の保険料のうち令和６年１

２月以後の期間に係るもの及び令和７年度以後の保険料について適用し､ 令和６年度分のうち

令和６年１１月以前の期間に係るもの及び令和５年度以前の年度分の保険料については､ なお

従前の例による｡

３ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措

置に関する政令 (令和６年政令第２６０号) 第９条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については､ なお従

前の例による｡
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議案第１１号

和歌山市立学校条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市立学校条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市立学校条例の一部を改正する条例

和歌山市立学校条例 (昭和４８年条例第５０号) の一部を次のように改正する｡

第３条第３項中 ｢､ 次項に定めるもののほか｣ を削る｡

別表第２に次のように加える｡

附 則

この条例は､ 令和７年４月１日から施行する｡
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和歌山市立和歌山あけぼの中学校 和歌山市六十谷４５番地



議案第１２号

和歌山市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市水道事業給水条例の一部を改正する条例

和歌山市水道事業給水条例 (昭和３６年条例第８号) の一部を次のように改正する｡

第２５条第１項の表専用給水装置の項中 ｢７７０円｣ を ｢９７９円｣ に､ ｢１, １００円｣ を

｢１, ４０８円｣ に､ ｢１, ５４０円｣ を ｢２, ３１０円｣ に､ ｢２２円｣ を ｢２５円３０銭｣

に､ ｢１５４円｣ を ｢１７３円８０銭｣ に､ ｢１８１円５０銭｣ を ｢２０４円６０銭｣ に､ ｢２

２０円｣ を ｢２４７円５０銭｣ に､ ｢２７５円｣ を ｢３１０円２０銭｣ に､ ｢３６３円｣ を ｢４

０９円２０銭｣ に､ ｢３, ８５０円｣ を ｢５, ９９５円｣ に､ ｢７, ２６０円｣ を ｢１０, ３９

５円｣ に､ ｢１４, ７４０円｣ を ｢２２, ８８０円｣ に､ ｢２３, ５４０円｣ を ｢３９, ６５５

円｣ に､ ｢５０, ６００円｣ を ｢９２, ３４５円｣ に､ ｢７２, ６００円｣ を ｢１５７, ５７５

円｣ に､ ｢８, ８００円｣ を ｢１０, ３６６円４０銭｣ に､ ｢７１円５０銭｣ を ｢８４円７０銭

｣ に､ ｢７, ９２０円｣ を ｢９, ３３０円２０銭｣ に､ ｢５１７円｣ を ｢６０９円４０銭｣ に改

め､ 同表共用給水装置の項中 ｢７７０円｣ を ｢９７９円｣ に改める｡

附 則

１ この条例は､ 令和７年２月１日から施行する｡

２ この条例による改正後の第２５条第１項の表の規定は､ 令和７年４月１日以後に行うメータ

ーの点検に係る料金から適用し､ 同日前に行ったメーターの点検に係る料金については､ なお

従前の例による｡
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議案第１３号

和歌山市下水道条例及び和歌山市排水設備等指定工事店条例の一部を改正する条例

の制定について

和歌山市下水道条例及び和歌山市排水設備等指定工事店条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市下水道条例及び和歌山市排水設備等指定工事店条例の一部を改正する条例

(和歌山市下水道条例の一部改正)

第１条 和歌山市下水道条例 (昭和５９年条例第１７号) の一部を次のように改正する｡

第７条第１項中 ｢排水設備等指定工事店 (｣ の次に ｢それぞれの営業所において選任する｣

を加え､ ｢専属して｣ を削る｡

第２６条中 ｢第１２条第１項第１０号｣ を ｢第１２条第１０号｣ に改める｡

(和歌山市排水設備等指定工事店条例の一部改正)

第２条 和歌山市排水設備等指定工事店条例 (平成１３年条例第２６号) の一部を次のように改

正する｡

第２条第１項第４号中 ｢専属して従事する｣ を ｢それぞれの営業所において選任する｣ に改

める｡

第３条第１号中 ｢専属して従事する｣ を ｢選任する｣ に改める｡

第１０条第１項中 ｢専属させなければならない｣ を ｢選任しなければならない｣ に改め､ 同

項各号列記以外の部分に次のただし書を加える｡

ただし､ 和歌山県内における他の営業所について兼任することを妨げない｡

附 則

この条例は､ 公布の日から施行する｡
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整理番号 路 線 名 起 点
終 点 備 考

７－９２ 吹上９２号線 和歌山市堀止西一丁目
和歌山市堀止西一丁目

１４－７０ 中之島７０号線 和歌山市中之島
和歌山市中之島

２２－４００ 貴志４００号線 和歌山市梅原
和歌山市梅原

２４－１７１ 西和佐１７１号線 和歌山市栗栖
和歌山市栗栖

２４－１７２ 西和佐１７２号線 和歌山市栗栖
和歌山市栗栖

３７－２３０ 紀伊２３０号線 和歌山市弘西
和歌山市弘西

３７－２３１ 紀伊２３１号線 和歌山市弘西
和歌山市弘西

３７－２３２ 紀伊２３２号線 和歌山市弘西
和歌山市弘西

４０－１１１ 和歌浦１１１号線 和歌山市和歌浦東三丁目
和歌山市和歌浦東三丁目

４０－１１２ 和歌浦１１２号線 和歌山市和歌浦東三丁目
和歌山市和歌浦東三丁目

議案第１４号

市道路線認定について

道路法第８条第２項の規定により市道の路線を次のとおり認定する｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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整理番号 旧新別 路 線 名 起 点
終 点 備 考

２４－１６４
旧 西和佐１６４号線 和歌山市岩橋

和歌山市岩橋

新 西和佐１６４号線 和歌山市岩橋
和歌山市岩橋 終点の変更

議案第１５号

市道路線変更について

道路法第１０条第３項の規定により市道の路線を次のとおり変更する｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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議案第１６号

訴えの提起について

次の者を相手として､ 発電機停止に伴う電気代負担の損害及び売電不能に伴う逸失利益の損害

賠償請求の訴えを提起するので､ 地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により議会の議決を

求める｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

１ 相手方の住所及び氏名

東京都品川区大崎二丁目１番１号

株式会社明電舎

代表取締役 三井田 健

２ 請求の概要

和歌山市青岸エネルギーセンターに納品された発電機が令和５年９月２９日に故障したこと

により和歌山市に生じた損害について､ 当該発電機の製造者である株式会社明電舎に対し､ 製

造物責任法等に基づき損害賠償額３５７, ９３５, ０５０円を請求するため､ 訴訟を提起する

ものである｡
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議案第１７号

和解について

次のとおり和解につき､ 地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により議会の議決を求める｡

令和６年９月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

１ 和解をする相手方の住所及び氏名

兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号

株式会社タクマ

代表取締役社長 南條 博昭

２ 和解の理由

和歌山市青岸エネルギーセンターに納品された発電機が令和５年９月２９日に故障したこと

により和歌山市に生じた損害について､ 当該発電機の納入者である株式会社タクマから､ 発電

機復旧修繕費についての全額負担の申し出があったため､ これを受け入れ､ 和解を行うもので

ある｡

３ 和解条項

(１) 株式会社タクマは､ 本故障への対応として､ 自ら本発電機の復旧修繕を行い､ これにかか

る費用を全額負担する｡

(２) 和歌山市は､ 上記 (１) の履行を受け､ 株式会社タクマに対してその名目を問わず損害の

請求を行わない｡

(３) 和歌山市は､ 株式会社明電舎に対する請求権を放棄するものではない｡

(４) 和歌山市と株式会社タクマの間において､ 本件に関し上記 (１) (２) (３) のほか､ 何ら

の債権債務のないことを相互に確認する｡
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    議案第１８号 

 

 

       工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て  

 

    工事請負契約を次のとおり締結したいので、和歌山市財務に関する条例（昭和３９年条例第 

    １２号）第１１条の規定により、議会の議決を求める。 

 

    令和６年９月１１日提出 

 

                                和歌山県和歌山市長  尾  花  正  啓 

 
 

  工 事 名 市道加太１０２号線災害復旧工事  

 工 事 場 所 和歌山市加太地内 

 請 負 代 金 額 ８２１，６３４，０００円 

契 約 の 相 手 方  

和歌山市吉田５６３番地の１ 

弘安建設株式会社 

代表取締役  池 上 元 一 

 契 約 方 法 一般競争入札（総合評価落札方式） 
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議案第１９号 

 

                                                                                     

     工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て                                         

                                                                                     

工事請負契約を次のとおり締結したいので、和歌山市財務に関する条例（昭和３９年条例第 

１２号）第１１条の規定により、議会の議決を求める。 

  

    令和６年９月１１日提出 

                                                                                     

                              和歌山県和歌山市長  尾  花  正  啓 

  
 

  工 事 名 中消防署南分署宮前出張所新築工事  

 工 事 場 所 和歌山市手平６丁目１０２番９ 

 請 負 代 金 額 ２９６，１６０，７００円 

契 約 の 相 手 方 

和歌山市湊二丁目１２番２７号 

三友工業株式会社 

代表取締役社長  矢 部 昌 俊 

 契 約 方 法 一般競争入札（総合評価落札方式） 
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議案第２０号 

   令和５年度和歌山市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和５年度和歌山市水道事業会計未処分利益剰

余金４１６，７１０，５５０円のうち１６９，５６６，４１６円を減債積立金に積み立て、２４

７，１４４，１３４円を資本金に組み入れるものとする。 

  令和６年９月１１日提出 

                      和歌山県和歌山市長  尾 花 正 啓       
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議案第２１号 

   令和５年度和歌山市工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和５年度和歌山市工業用水道事業会計未処分

利益剰余金１，１２７，７３８，１６８円のうち４９２，３９４，９２０円を減債積立金に積み

立て、６３５，３４３，２４８円を資本金に組み入れるものとする。 

  令和６年９月１１日提出 

                      和歌山県和歌山市長  尾 花 正 啓       
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議案第２２号 

   令和５年度和歌山市公共下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和５年度和歌山市公共下水道事業会計未処分

利益剰余金１，２５８，０１９，２７１円のうち１，０９４，２３６，８５５円を減債積立金に

積み立て、１，０２１，０４５，４１０円を資本金に組み入れるものとする。 

  令和６年９月１１日提出 

                      和歌山県和歌山市長  尾 花 正 啓      
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議案第２３号 

   令和５年度和歌山市農業集落排水事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和５年度和歌山市農業集落排水事業会計未処

分利益剰余金１９，４３７，１１０円のうち１９，４３７，１１０円を減債積立金に積み立て、

１，４８８，０００円を資本金に組み入れるものとする。 

  令和６年９月１１日提出 

                      和歌山県和歌山市長  尾 花 正 啓       
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議案第２４号 

   令和５年度和歌山市漁業集落排水事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和５年度和歌山市漁業集落排水事業会計未処

分利益剰余金２６，４３８，０９３円のうち２６，４３８，０９３円を減債積立金に積み立て、

１１，４１３，０００円を資本金に組み入れるものとする。 

  令和６年９月１１日提出 

                      和歌山県和歌山市長  尾 花 正 啓       
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